
真間子ども会・真間ウエスタン規約 

 

第１章 総 則 

（趣旨） 

第 1 条 この規約は、真間子ども会・真間ウエスタン（以下「野球部」という。）の設置及び運営について、

必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第 2 条 野球部は、児童の健やかな成長とスポーツ精神の向上を目的として活動を行う。 

２ 野球部は、児童同士、及び児童の保護者間における親睦を深めるとともに、子ども会活動に可能な範囲で

参加する。 

 

第２章 組 織 

（構成） 

第３条 野球部は、次の各号に掲げる者（以下「構成員」という。）で構成する。 

    (1) 市川市立真間小学校及びその近隣の小学校に就学する小学生（野球への興味があり、就学後も引き続き 

野球部での活動を継続する未就学児を含む。）（以下「児童」という。）で、別に定める野球部入部申込書 

（以下「入部申込書」という。）を代表に提出した者 

 (2) 前号に掲げる児童の保護者 

 (3) 監督及びコーチ（以下「コーチ等」という。）、その他野球部の活動に協力する者 

   ２ コーチ等のうち、児童の保護者以外の者は、野球部活動参加登録書を代表宛に提出するものとする。 

（代表） 

第４条 野球部に代表 1 名を置く。代表は野球部を統括する。 

２ 代表の任期は１年とする。ただし、特段の申し出がない限り、その任期は自動的に更新するものとする。 

３ 代表が、任期満了でその役職を辞する場合は、当該役職の後任の者を指名しなくてはならない。 

（育成会） 

第５条 野球部を運営するため、真間子ども会育成会（以下「育成会」という。）を設置する。 

２ 育成会の会長は、野球部の代表が兼務する。 

（役員会等） 

第６条 育成会の中に役員会を置き、役員会は次の各号に掲げる役員で構成する。 

 (1) 会長 1 名（第４条第１項に掲げる代表とする。） 

 (2) 副会長 2 名（原則として 4 年生保護者及び 5 年生保護者から各 1 名選出する。） 

 (3) 監事 １名（原則として３年生保護者から選出する。） 

(4) 理事 ２名（2 年生から 6 年生までのうち、副会長及び監事を除く学年から各１名選出する。） 

２ 前項の役員とは別に学年総務を４名置くものとし、会計、監査、渉外、保険等を担当する。ただし、その

役職の分担については別に定める。 

３ 第 1 項の役員及び前項の学年総務の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 第１項及び第２項の役職に欠員が生じた場合は、ただちに後任の者を選出しなくてはならない。ただし、

任期は前任者の残任期間とする。 

５ 第２項の規定とは別に、１年生を除く各学年において、総務、会計等の役職を決め、当該学年（１年生と

２年生は合同）の運営に当たるものとする。この場合において、各役職の担当者は、第２項の学年総務を兼

務することができる。 

 



（解職） 

第７条 野球部の代表、その他役員会の各役職にある者について、野球部の名誉を傷つける行為又は著しく不

適切な行為があった場合は、総会で承認を得たうえで当該役職を解くものとする。 

 

第３章 運 営 

（野球部への加入） 

第８条 野球部への加入を希望する者は、次の各号に定める規定を遵守するとともに、代表宛に入部申込書を

提出する。 

(1) チームの秩序と和を守れること。 

  (2) 土曜日、休日等に実施する練習、試合、地域活動等に積極的に参加できること。 

(3) 野球と学業（学校）が両立できること。 

２ 入部申込書には、児童及び保護者氏名、住所、電話番号、児童生年月日、メールアドレスを記入しなくて

はならない。 

（チーム貸与用具等） 

第９条 児童及びその保護者が野球の活動をするに当たり必要となる物品のうち、第１号に掲げるものはチ

ームで貸与する。ただし、第２号に掲げるものについては、必要に応じて個人で購入しなければならない。 

 (1) バット、ボール（Ｃ球）、ヘルメット、捕手用具一式、ユニフォーム上着 

 (2) グローブ、アンダーシャツ(紺又はネイビー)、野球用ソックス(白)、ストッキング(紺又はネイビー)、 

パンツ（白：市販練習用）、ベルト（紺又はネイビー）、スパイク（黒一色で金属金具は禁止）、帽子(入部

時にチームから購入）、防寒用具（指定なし）、グランドコート(チーム指定) 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、児童が高学年（５年生以上）に進級するとき又は高学年から入部する場

合には、ユニフォーム上着（新品）を自費で購入するものとする。 

３ 構成員のうち、コーチ等に対しては、ユニフォーム上着を無償貸与する。 

４ 構成員の中で、審判に従事する者に対しては、審判用具（審判帽、刷毛、カウンター、マスク、プロテク

ター）を審判従事の際に、無償貸与する。 

（連絡） 

第１０条 野球部内の連絡については、原則として電子メール及び電子掲示板への掲示により行うものとす

る。 

（個人情報の管理） 

第１１条 入部申込書に記載された個人情報については、野球部の活動をするに当たり、次の各号の範囲内で

利用する。 

 (1) 野球部に加入する保護者等におけるチーム内での連絡 

 (2) 真間小学校、行政機関、野球連盟などの団体に対し、個人情報の提出を義務付けられている場合 

２ 野球部の構成員は、知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。 

（保険等） 

第１２条 児童は、野球等の活動をするに当たり、子ども会安全協会保険（以下「安全会保険」という。）又

はスポーツ傷害保険（以下「スポーツ保険」という。）のいずれかに加入しなければならない。この場合に

おいて、希望する者は、両方の保険に加入することができる。 

２ 高学年児童は、必ずスポーツ保険に加入しなければならない。 

３ 野球部に所属するコーチ等は、安全会保険又はスポーツ保険のいずれかに加入しなければならない。ただ

し、個人において同等又は同等以上の保険に加入している場合は、この限りでない。 

４ 第１項に掲げる保険は、保護者も加入することができる。 



５ 前各項に掲げる各保険の保険料は各自の負担とする。ただし、各学年の監督及び外部コーチの保険料は、

野球部において負担する。 

６ 保険の加入手続については、第５条第２項に掲げる学年総務のうち、保険業務を担当する者が一括して行

う。ただし、加入者本人が自ら手続を行うことを希望する場合は、この限りでない。 

（退部） 

第１３条 野球部は、次の各号のいずれかに該当する者を退部させる。 

 (1) 任意に退部を希望する者 

 (2) 本規約を遵守できない者 

 (3) 野球部の名誉を傷つけ、又は野球部の和を著しく乱した者 

２ 前項各号の規定は、児童だけでなく、保護者及びコーチ等にも適用する。 

３ 退部を希望する者は、各学年の監督に退部届（代表宛、様式任意）（以下、「退部届」という）を提出する

ものとする。 

４ 本人の意に反して野球部を退部させるときは、役員会で協議のうえ、これを行う。ただし、異議申立てが

あったときは、臨時総会を開催し、本人の弁明を聞いたうえで退部の可否を決定する。 

（休部） 

第１４条 学業その他の事由により休部を希望する者は、必要と認められる期間において休部を認める。 

２ 休部をする者は、各学年の監督に休部届（様式任意）（以下、「休部届」という）を提出するものとする。

ただし、休部をする者には、第１２条第５項により自己で負担した安全会保険及びスポーツ保険の保険料は

返還しない。 

（加盟団体） 

第１５条 野球部は、市川市少年野球連盟（第１ブロック）に所属する。 

２ 野球部は、市川市子ども会育成会連絡協議会に加入する。 

３ 市川市少年野球連盟第１ブロックに、チームの代表として理事等を派遣する必要があるときは、高学年の

コーチ又は保護者から選出する。ただし、他に適切な人員がいるときは、この限りではない。 

 

第４章 総 会 

（総会） 

第１６条 野球部は、年に 1 回以上、総会を開催しなければならない。 

２ 総会は、代表、保護者、コーチ等（以下「会員」という。）により構成する。 

３ 総会は、会長が召集する。ただし、会長が事故その他の事由により総会を招集できないときは、副会長が

これを召集する。 

４ 総会の議長は、会員の中から会長が指名する。 

（議決） 

第１７条 総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。この場合において、会員の総数は、1 家族 1 名

として計算する。 

２ 総会を欠席する会員について、議案に対する議決権の行使を他の会員に委任した場合は、総会に出席した

ものとみなす。 

３ 前項の委任は、書面又は電子メールにて、議決権の行使を委任した者の氏名を会長又は副会長あてに通知

することにより行うものとする。 

（審議事項） 

第１８条 総会においては、次の各号に掲げる議案を審議する。 

(1) 役員会の役員の選任 



(2) 会計報告及び事業報告に関すること 

(3) 予算案及び事業計画に関すること 

(4) その他野球部に関する重要事項 

（臨時総会） 

第１９条 第１３条第４項によるもののほか、代表又は役員の一人が特に重要な事項について必要と認めた

ときは、臨時総会を開催する。 

２ 臨時総会の構成、招集、運営、議決等については、第１６条及び第１７条の規定を準用する。 

 

第５章 会計及び監査 

（会計年度） 

第２０条 会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

（運営費） 

第２１条 野球部の運営費は、野球部費（以下｢部費｣という。）、助成金、寄付金等による。 

２ 前項の部費は、６か月につき３年生以上は１２，０００円、２年生以下は１０，０００円とし、それぞれ

４月及び１０月に保護者から徴収する。ただし、途中入部の場合は、月割により徴収することとし、１０円

未満の端数が生じた場合には切捨てるものとする。 

３ 新規に野球部に加入する者は、部費のほか、入部時に帽子代として実費を負担する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、野球部を休部する者の部費等は次のとおりとする。 

（1）休部届を提出した翌月以降の部費を月割りにより返還することとし、１０円未満の端数が生じた場合に

は切捨てるものとする。ただし、卒団時に記念品代として３，０００円を徴収する。 

(2) 休部届を提出した翌月以降、月額８００円の在席費を徴収する。但し、徴収時期、徴収金額については

次のとおりとする。 

 ① 当該年度の部費徴収月以前に休部届を提出した場合、休部届を提出した翌月１日に、翌部費徴収月前

月までの在席費各月８００円の合計額を支払う。 

 ② 翌部費徴収月１日に、半期分の在席費４８００円を支払う。以後、同様とする。 

５ 野球部を退部した者の部費は、退部届を提出した翌月以降の部費を月割りにより返還することとし、１

０円未満の端数が生じた場合には切捨てるものとする。 

（支出） 

第２２条 前条の運営費は、事業計画に基づき、次の各号の用途として支出する。 

 (1) 加入又は参加が認められた団体への登録費、大会参加費等 

 (2) 野球関連用具費、グラウンド代、審判用具代等 

 (3) コーチ等のユニフォーム代、低学年補充用ユニフォーム代、ゼッケン代等 

 (4) 各団体等が開催する会議参加費、各野球連盟等が開催する審判及び指導者講習会費等 

 (5) 野球部の運営に係る各種ミーティング、内部会議等における会場使用料。ただし、単独学年によるもの 

は対象外とする。 

 (6) 飲食を伴う各団体主催の会議における会費の一部負担金 

 (7) 県大会に出場する場合の交通費等の一部負担金 

２ 前項第６号及び第７号に掲げる一部負担金の額及び割合は別に定める。 

３ 第１項の規定のほか、年度途中で特に必要となったもの又は急を要するものについては、副会長２名の承

認があれば支出できるものとする。 

（支出の時期） 

第２３条 前条第１項各号の経費を負担した者は、領収書と引換えに、野球部の会計担当者からその経費の交



付を受けるものとする。ただし、領収書を紛失した場合又はその入手ができない場合は、別に定める清算申

請書に副会長１名の押印を受けたうえで経費の交付を受けるものとする。 

２ 前項前段の規定にかかわらず、前条第 1 項第１号に掲げる登録費、参加費等の経費を負担する者は、各団

体からの通知（登録費、参加費等の金額の記載のある大会要項、要領等で、写しも可とする。）に、別に定

める支出依頼書を添付して会計担当者に提出することで、その経費の資金前渡を受けることが出来るものと

する。ただし、当該経費の納入後、２週間以内にその領収書を会計担当者に提出しなければならない。 

（監査） 

第２４条 監事は、会計年度終了後３０日以内に会計監査を行わなくてはならない。 

２ 代表は、監事の会計検査を経たのち、決算資料を総会において報告し、承認を得なければならない。 

 

第６章 雑 則 

（規約の改廃） 

第２５条 本規約を改廃するときは、総会においてその承認を得なければならない。 

（協議） 

第２６条 本規約に定めのない事項について問題が生じたときは、代表及び該当する学年のコーチ等におい

て協議し、解決を図るものとする。 

 

  付則 

 １ この規約は、平成２３年４月１日から適用する。 

 ２ 真間子ども会会則(昭和４９年４月１日制定)は廃止する。 

   

  付記 

 １ 沿革 「真間子ども会会則」として、昭和４９年４月１日発足 

 ２ 改正 昭和５１年４月１日、昭和５５年１月１５日、平成２年２月１日、平成４年４月１日、平成７年 

     ４月１６日、平成１７年７月１日、平成１８年６月１日、平成１９年６月１６日、平成２１年４月 

１１日、平成２６年３月１５日、平成２６年１２月２１日、平成２７年１２月２０日、令和６年 

１月２５日 

３ 廃止 平成２３年３月３１日廃止・新規約作成 


